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出
検
察
庁
に
お
け
る
調
査
活
動
費
に
対
す
る
政
府
の
認
識
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁

書
を
送
付
す
る
。
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鈴
木
貴
子
君
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出
検
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庁
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動
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す
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識
に
関
す
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質
問
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対
す
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答
弁

書

一
及
び
二
に
つ
い
て

検
察
庁
の
調
査
活
動
費
の
性
格
、
予
算
、
主
な
使
途
、
適
正
な
執
行
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
等
に
つ
い
て
説
明
を
受
け

て
い
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

検
察
庁
の
調
査
活
動
費
は
、
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
御
指
摘
の
よ
う
な
調
査
を
す
る
必
要
は
な
い
も
の
と

考
え
て
い
る
。


